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はじめに 

 

玉川大学教師教育リサーチセンター長 

玉川大学教育学部・教職大学院教授 

森山賢一 

 

教員の資質能力の向上の在り方については、教師教育とりわけ、教員養成を担う大学に

おいては、長年にわたる最重要課題とされている。特に小中一貫教育制度における教員免

許制度の在り方にかかる教員養成の方向性とそこでの教員としての資質能力の保証につい

ては今後の課題の一つとして位置づけられる。 

近年では、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会による平成２６年１１月の

「これからの学校教育をになう教員の在り方」においても社会が急激に変化する中、我が

国の教育も、知識基盤社会、国際化、人口減少社会といった時代の変化に即した対応が求

められており、教育を支える教員についても新たな時代にふさわしい資質能力を備える必

要がることが示されている。ここでの教員免許制度においては、学校種を超えた連携や学

制改革の検討を踏まえ、次世代の免許制度の在り方についての検討が進められている。特

に小中一貫教育制度の円滑な導入および運用に必要な免許制度にあたっては、小学校教員

免許状及び中学校教員免許状の併有の在り方が問われている。 

本学は、文部科学省が平成２６年度に募集した「総合的な教師力向上のための調査研究

事業」の実施団体として「総合大学に開設する小学校免許取得コースの多様な試みに対す

る比較検証」の研究課題のもとで応募し、採択された。本報告書は、本委託事業の報告書

である。 

 第 1 章においては、本事業の概要として、実施体制、課題認識、現状の取組、調査研究

の目的、調査研究の具体的な内容、取り組み方法、調査研究における教育委員会との連携

等について述べた。 

 次に第２章では、小学校教員免許状及び中学校教員免許状の併有を踏まえた今年度の小

学校二種免許状取得に関するプログラムの開発について、全学体制における小学校課程特

別履修プログラムおよび、通信教育課程を利用した小学校二種免許特別プログラムの開発

の二つの概要と実際の運用について詳述した。 

 第３章においては、上記の２つの開発したプログラムの受講学生に対する意識調査を実

施し、その結果を示した。 

 さらに第４章では、小学校教員免許状及び中学校教員免許状の併有の現状と今後の課題

について公開研究会の実施内容について報告を行った。 

最後になったが、本委託事業に協力いただいたすべての方々に心より感謝申し上げたい。 
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第 1章 事業の概要 

 

1. テーマ 

 

教育課題に対応するための教員養成カリキュラム開発 

 調査研究主題 

 「総合大学に開設する小学校免許取得コースの多様な試みに対する比較検証」 

 

2. 実施体制 

 

職名 氏名 役割分担 

教育学部・教職大学院教授、教師

教育リサーチセンター長 

芸術学部長 芸術学部教授 

 

東京薬科大学生命科学部教授  

教師教育リサーチセンター客員教授 

芸術学部 教授 

 

教育学部准教授 

 

教育学部准教授 

 

森山 賢一 

 

中村 慎一 

 

田子 健 

 

辻 裕久 

 

工藤 亘 

 

太田 拓紀 

 

研究総括、教員養成センターと

学部との連携研究 

芸術学部に新設する芸術教育学

科の運営・カリキュラム研究 

多様な試みの相互検証と評価 

 

芸術学部に新設する芸術教育学

科の運営・カリキュラム研究 

工学部と通信教育課程との連携

研究 

養成に関わる教育学部と他学部

との連携研究 

 

3. 課題認識 

 

小学校教員の実践的指導力向上のために総合大学が大いに力を発揮すべき時期である。

本学では、豊かな教科指導力を持つ小学校教員の養成のために専門学部、教育学部、通

信教育課程、教員養成センター（本学での名称・教師教育リサーチセンター）の連携に

よる新たな学科およびコースを開設する。この試みの比較検証を通じて小学校教員免

許・中学校教員免許の同時取得カリキュラムの開発に資したい。 

 

4. 現状の取組 

 

平成 26年度から芸術学部に中高美術、音楽科の教員の養成に特化した芸術教育学科を

開設し、同時に小学校 2 種免許取得のコースを本学通信教育課程との連携によって特別
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に開設する。工学部に数学教員養成プログラム設置し、同通信教育課程の履修による小

学校 2 種免許取得を可能とする。これらのカリキュラムについて教師教育リサーチセン

ターが管理する。新たな養成の枠組みが整い、スタートの段階にある。 

 

５.調査研究の目的 

 

本研究は、総合大学が持つ中学校・高等学校教員の養成基盤を活かした教科指導力の

高い小学校教諭免許状の同時取得を可能とするカリキュラムの構成とその効果の検証お

よび改善を目的とする。 

本学では、芸術学部芸術教育学科の新設また工学部に数学教員養成プログラムを開設

し、音楽科、美術科、数学科の教員養成に特化したカリキュラムによる教育を平成 26 年

度から開始する。この学科、コースにおいては、中学校、高等学校教諭免許状を取得可能

とするとともに、豊かな教科指導力を持つ小学校教諭の養成のために、教育学部、通信教

育課程、教師教育リサーチセンターとの連携協同による小学校教諭免許状の同時取得カリ

キュラムの運用を行う予定である。芸術教育学科では小学校 2種免許取得のコースを本学

通信教育課程との連携によって特別に開設する。これは夏期休業期間に通信教育課程のス

クーリング等を当学科学生に限定して特別に実施するもので、同時取得プログラムとして

新たな試みである。また工学部に設置する数学教員養成プログラムでは同通信教育課程の

通常の履修による小学校 2種免許取得を可能とする。2種類の同時取得の方法について実

証効果研究を行うことでカリキュラムの改善を図り、得られた知見から同時取得カリキュ

ラムの一般化に貢献したい。 

 

６.調査研究の具体的な内容・取組方法 

 

１）同時取得プログラムの開発 

・芸術学部芸術教育学科  芸術学部において音楽科、美術科の教員養成を行うことを

目的とした新設学科である。並行して在学中 3年間での小学校教諭 2 種免許状の取得を

同時に可能とする「小学校課程特別履修」を実施する。本学通信教育課程に特別履修コ

ースを設けて本ニーズに限定したスクーリング等の実施を行う予定である。他大学を含

めた通信教育課程を受講する通常のタイプとは異なる当学科学生に特定した通信教育課

程との連携による教育を想定しており、豊かな教科指導力を持ち小学校教員としての資

質能力も高い学生を育てるためのプログラム開発（第 1類型と称する）をめざしたい。 

 

・工学部  工学部において数学教員養成プログラムを設置し、中高数学科教員養成に特

化した専門性の高い教育を行うと同時に、通信教育課程における小学校 2 種免許取得プ

ログラムを在学中に受講を可能とする制度改革を行う。専門学部出身であって小学校免
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許を持つ教員の養成に着手するプログラム開発（第 2類型と称する）をめざしたい。 

 

２）同時取得プログラムの実施と評価 

芸術学部芸術教育学科および工学部数学教員養成プログラムにおけるプログラムの開発

を行いつつ、実施に移るカリキュラムに対して、その実施と評価を行うことで一層の改

善に結びつけたい。第 1類型と第 2 類型とでは、同時取得の理念と方法が異なるため、

その比較検証が重要な課題となる。カリキュラム評価には受講学生の意見を反映させる

ため、インタビューおよび調査票による調査を行うこととする。 

 

３）通信教育課程での教育の検証と改善 

この試みは通信教育課程のカリキュラムと指導方法に変化をもたらすため、本プログラ

ムを受けた通信教育課程での教育の検証を行う。効果的で実施可能性の高い同時取得プ

ログラムの開発のためには欠くことができないものである。通信教育課程での学習の検

証と改善にも、上記の学生の意見の反映を同様に行う。 

 

４）教師教育リサーチセンターにおけるカリキュラム管理方法の開発と検証・改善 

大学内における複数学部間の協同が求められる養成プログラムを立ち上げるため、その

全体を俯瞰し調整する組織が必要である。教師教育リサーチセンターにおけるカリキュ

ラム管理方法の開発と検証・改善を行う。センター方式によるカリキュラム管理運営に

ついては、他大学の事例を参考とするため、名古屋地区大学、九州地区大学に対してカ

リキュラム管理方法の改善のための意見・情報交換を行う。 

 

５）教育委員会との連携の具体的方法の開発 

新たな試みに対する質的評価と助言について、教育行政機関との連携を密とする。大学

所在の町田市教育委員会との連携協力により、複数免許同時取得という新たなカリキュ

ラム運営、特に教育実習、教育実習事前事後指導、教職実践演習のあり方を共同で開発

する基盤を形成する。 

 

 

６）公開研究会の開催 

研究の集約として、小学校教諭と中学校高等学校教諭の免許状同時取得に関してあるべ

き一般的方向を提案する公開研究会を開催し、研究報告書の刊行と併せて本研究の成果

を明らかにしたい。これは同時取得カリキュラムの原則・方法上の改善とその一般化を

図る上で重要な契機となる機会と考える。 
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７.調査研究における教育委員会との連携 

 

連携先教育委員会： 町田市教育委員会 

連携内容： 

 新たな試みに対する質的評価と助言を得るとともに、町田市立学校において教科指導

力の高い小学校教員との相互交流を通じて、養成すべき人材像の明確化を図る。 
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第 2章 平成 26年度 小学校二種免許状取得に関するプログラム 

 

1.小学校課程特別履修（芸術学部芸術教育学科）  

 

●芸術学部概要 

「未来の社会を創る芸術力を育成し、芸術によって社会貢献できる人材を養成する。」 

芸術学部は新しい時代を生きる若者や子どもたちの未来を見据えて、平成 26年 4月から

マルチメディア環境における表現や芸術の産業化に対応した「メディア・デザイン学科」。

既設の教員養成課程を統合して、次世代の芸術による教育を担う人材養成（教員養成）を

目的とする「芸術教育学科」。演劇、舞踊、音楽の学修を通してコミュニケーションやコー

ディネートの能力の育成を強化した「パフォーミング・アーツ学科」の 3 学科で編成され

新しいスタートをきっている。 

そのうち「芸術教育学科」においては、1年次より学校教育の現場を参観する機会や教職

課程学習支援室の活用など、個々の学生が実感を基にして自己の課題を発見し、目標をも

って学修に取り組める 教育体制が組まれている。また、社会のグローバル化に対応して、

「Arts Education」や「Arts Criticism」などの英語で芸術教育を学べる科目群を設置する

など、夢の実現に向かって学修をすすめることができる。また芸術学部に設置されている

ため、演劇、ミュージカル、舞踊、音楽などのパフォーミング・アーツやデザイン、メデ

ィアアート、コンピュータグラフィクス、アニメーション、映像、コンピュータ音楽など、

常に最新の芸術表現に触れながら芸術教育を学ぶことができる環境が整っている。 

 

平成 26年度よりスタートした芸術学部芸術教育学科において小学校教員二種免許状取得

プログラムの開発を行い、実施した概要について詳述する。 

 さきに述べたように、芸術学部芸術教育学科においては、音楽教育のコースでは、中学

校教員免許一種音楽、高等学校教員免許一種音楽、美術教育コースにおいては、中学校教

員免許一種美術、高等学校教員免許一種美術、および一種工芸が取得可能である。これら

の中・高免許に加えて小学校教諭二種免許の取得希望学生が非常に多い。これらの併有免

許プログラムの小学校二種免許取得のコースを「小学校課程特別履修」と名付け、芸術教

育学科に在籍する学生が、小学校教諭二種免許状取得に必要な科目単位を夏期（夏期セッ

ション）と冬期（冬期セッション）の２つの特別学期開講による対面授業での履修プログ

ラムである。 

 まずはじめに、小学校課程特別履修の概要を示す。 

 

開講は 1年次の特別学期（夏期セッション）から、3年次までの 6つの特別学期において

小学校教諭二種免許状取得に必要な科目単位のうち、小学校教育実習を除く、必要科目を

すべて修得し、4年次に小学校教育実習（事前事後指導を含む）を受講する。 
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このプログラムは、教育職員免許法施行規則第 6条第１項表備考第 12により、芸術教育学

科で取得する中学校一種教育職員免許状（音楽、美術）および、高等学校一種教育職員免

許状（音楽、美術、工芸）の免許状取得に必要な単位を一部流用することで、小学校教諭

二種免許状取得のための単位数が軽減されて、4年卒業と同時に小学校教諭二種免許状が取

得できるというものである。 

したがって、4年間で小学校教諭二種免許状を取得するには、中学校一種教員免許状および、

高等学校一種教員免許状（音楽または美術）を取得できることが条件となる。 

 

●履修概要 

 特別学期（セッション）とは、春学期、秋学期以外に開講する学期であり、8月～９月に

行うサマーセッション（SS）と 2 月～3 月に行うウィンターセッション(WS)の２つの期で

開講されている。また、特別学期（セッション）では通常期である春、秋学期の開講形態

である週 1 回 2 コマ 100 分×15 周+定期試験を、学修時間を確保しながら集中して開講す

るため、1日あたり 4コマ 200分（途中に自学習として 2コマ分の空き時間が入る）×8回

（試験を含む）で実施される。特別学期（セッション）開講の形態と 4 年間の計画は図１

の通りである。 

 

1セメ ＳＳ 2セメ ＷＳ 3 セメ ＳＳ 4 セメ ＷＳ 5セメ ＳＳ 6 セメ ＷＳ 

 

 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 ７時限 ８時限 

１ 1 回目   2 回目   

２ 3 回目   4 回目   

３ 5 回目   6 回目   

４ 7 回目   8 回目   

５ 9 回目   10 回目   

６ 11 回目   12 回目   

７ 13 回目   14 回目   

８ 15 回目       

 試験       

 

図１：特別学期開講イメージ 

 

なお、各特別学期（セッション）での受講科目数ならびに単位数を 1 年次サマーセッショ

ン、1 年次ウィンターセッション、2 年次サマーセッションは各 2 科目 4 単位の開講とし、

2 年次ウィンターセッションで 3 科目 6 単位開講、3 年次サマーセッションでは、1 科目 2

単位開講、3年次ウィンターセッションでは 3科目 6単位開講として計画した。 
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詳細について、平成 26年度サマーセッションの実施計画をもとに示すことにする。 

 実施計画（平成 26 年度サマーセッション） 

 学生への提示 6 月 30 日（月） 

 Ⅰ期 Ⅱ期 

学生受講申し込み期間 7 月 25 日（金）～29日（火） 8 月 13 日（水）～15日（金） 

授業日程 8 月 1日（金）～15 日（金） 8月 20日（水）～9月 10日（水） 

試験日 8 月 18 日（月） 9 月 11 日（木） 

成績公開（Web） 9 月 2日（火） 9 月 18 日（木） 

成績認定時期 平成 26 年度 秋学期（第 2セメスター）末 

 

平成 26年度のサマーセッションでは、Ⅰ、Ⅱの２期制とし、それぞれの授業日程を組んだ。 

受講の申し込みについては、本学で活用しているUNITAMAでの掲示機能により申請する

こととした。 

なお、受講申込み期間内であれば、申請の取り消しを可能とすることとした。 

 

受講料および納入方法については、1単位につき 4,000円（したがって 1科目 8,000円） 

とし、受講申し込み期間中に受講料を納入し、受講手続きを行うこととした。 

最終の試験については、セッションの授業終了後に行い、原則として追試験は実施しない

こととした。 

単位認定については、①セッションで修得した単位については次学期に単位認定とし、次

学期の履修上限単位には含まないこと、②卒業要件の単位として位置づけ GPA（Grade 

Point Average）計算の対象とすること、③次学期の履修上限単位には含まないが、当該学

期の GPA計算には含まれるので学修継続条件判定（警告）の対象であること、④次学期の

途中の段階において退学した場合は、単位の認定は行わないことの 4 項目を設定し、単位

認定の明確化を図るよう努めた。 

開講科目とその開講時期（セッション）は図２の通りとした。 
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履修科目 

科目名 単位 
１年 ２年 ３年 ４年 

ＳＳ ＷＳ ＳＳ ＷＳ ＳＳ ＷＳ 春セメ 秋セメ 

（教科）国語 ２ ●        

（教科）算数 ２ ●        

教育課程編成論（小） ２      ●   

国語科指導法 ２    ●     

算数科指導法 ２    ●     

理科指導法 ２  ●       

社会科指導法 ２   ●      

音楽科指導法 ２      ●   

図工科指導法 ２  ●       

道徳教育の理論と方法

（幼・小） 
２   ●      

特別活動の指導法（幼・小） ２     ●    

教育の方法と技術（幼・小） ２    ●     

教育相談の方法と技術

（幼・小） 
２      ●   

教育実習事前指導 
３ 

      ●  

教育実習        ● 

単位数合計 29         

図２ 
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2.小ニ免許特別プログラム 

 

●小二免許特別プログラムの概要 

本学は学士課程において通学課程と通信課程をもつ。この通信課程は教育学部教育学科

にのみ開設され、これまで大変多くの教員を輩出した実績をもつ。ここでの教員免許取得

の方法の一つとして、教育学部を除く本学通学課程に在学している学生が小学校教諭二種

免許状取得を行うことがこれまでも行われてきた。 

 本稿においては、今年度委託研究事業において、明確に「小二免許特別プログラム」と

してプログラム開発に沿って整理し、まとめ、その現状および課題を検討する資料とした。 

 さきに述べたように「小二免許特別プログラム」は本学教育学部を除いた通学課程（教

職課程認定学部学科）に在学して、教職課程の履修をしている学生が、小学校教諭二種免

許状取得に必要な科目単位を本学教育学部教育学科・通信教育課程で科目単位を他学部他

学科聴講により履修するプログラムである。 

このプログラムの実施期間は、平成 26 年 4 月～平成 28年 3月までの 2年間とする。し

たがってこの 2 年間で所定の科目単位が修得できるように学習計画を立てることが必要で

ある。ただし登録期間は 1年間ごとにした。1年経過時に所定の継続履修手続きを行うこと

になる。実施期間が終了した段階において、各自の単位の修得状況にかかわらず、このプ

ログラムは終了とするものである。 

 本プログラムによる小学校教諭二種免許状取得についての根拠法令については各学生が

所属している学部で修得した単位を一部分流用することを前提としている。正確には、教

育職員免許法別表第 1（第 5条）関係を根拠とし、教育職員免許法施行規則第 6条第１項表

備考第 12により、現在所属する学部で他免許状取得を目的に修得する単位を一部流用する

ことにより、小学校教諭二種免許状取得のための単位数を軽減するという特別な方法によ

って進めた。なおこの単位の一部流用は、所属する学部で免許状が取得できた場合のみに

認められる。したがって所属する学部において免許状が取得できなかった場合においては

このプログラムのすべての科目を修得したとしていても、小学校教諭二種免許状は取得で

きないこととなる。 

 次に履修方法について説明することにする。ここでの履修方法いわゆる学習方法の特徴

は、テキスト履修とスクーリング授業の２つから成り立っていることである。 

 テキスト履修はテキスト自学自習してレポート作成、提出ののち、科目試験を受験して

単位を修得する学習方法である。レポートと科目試験の両方に合格すると単位が修得され

る。 

 レポートは 1単位について 1通の提出が必要であり、このプログラムにおいては、2単位

科目が開講されているので、2通のレポートを提出することによって科目試験が受験可能と

なるのである。 

 スクーリング（対面式）履修については、一定期間集中的に授業を受講して単位を修得
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する学習方法であり最終日（最終時間帯）に試験を受験し、合格することにより単位が修

得できるものである。単位修得の要件は以下のように定めている。 

 

 ・出席数（出席時間数）が充足していること 

 ・受講に際して課題を提示するがその課題（スクーリングレポート）が期限までに提出

されていること 

 ・最終評価（期末試験等）が合格基準に達していること 

  

 スクーリング（対面式）履修登録科目について 1 年目は 3 科目 6 単位を原則として、夏

期スクーリングで受講し、春期・冬期での受講も可能とする。 

 さらに履修にかかわって重要なものとして教育実習があげられる。本来、小学校教諭二

種免許状の取得にあたっては、5単位の教育実習単位が必要であるが、教育職員免許法施行

規則第 6条第 1項表備考第 12を根拠にして、所属する学部において、免許状を取得するに

あたって行う教育実習の単位を一部流用し、3単位を修得する形をとっている。 

 その 3 単位の内訳については、事前・事後指導 1 単位と実際の現場での実習 2 単位（2

週間）を原則としている。ただし、教育実習校や受入れ地域によっては単位の流用ができ

ない場合もありうる。その場合においては、事前・事後指導 1 単位と現場での実習 4 単位

（4週間）の教育実習が必要となる。 

 教育実習を実施するにあたっての受講資格を明確に定めている。この受講資格は、一定

の学習の上で専門的な知識を身に付けたことを条件として教育実習の受講を許可するもの

である。 

 受講資格要件は、以下の通りである。 

 

 ・教育実習事前指導（講義）の受講 

 ・基礎単位の修得 

  教育実習受講 1 ヶ月前までに 1 年目の履修登録科目である教科に関する科目 1 科目 2

単位、教職に関する科目 7科目 14単位のすべてを修得していること。 

 

 本プログラムにおいて履修した科目については、セメスター上限単位には含まれないが、

修得した単位は、卒業単位に算入し、GPA計算の対象とする。 

 本プログラムの免許取得にかかわる全体の教育課程は次の表の通りである。 
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 第 3章 意識調査結果 

1.芸術学部芸術教育学科受講者アンケート 
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